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　北海道森林管理局

　地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画の策定・変更（案）

　に対する意見の要旨及び当該意見の処理の結果等

  また、同案に対し関係行政機関及び「地域管理経営計画等に関する懇談会」委員から出された意見の要旨及び当該意見の処理

　の結果は、以下のとおりです。

　＊　処理結果の区分について

趣 旨 を 取 り 入 れ て い る も の

　国有林野の管理経営に関する法律第６条第５項において準用する同法第５条第１項及び国有林野管理経営規程第１４条第５項

　において準用する同規程第６条第４項に基づき公告・縦覧に付した案に対し、同法第５条第２項又は同規程第６条第５項による

　意見の申立てはありませんでした。

  すでに本計画に趣旨等が記述されているもの、又は林野庁が定めた通達等により趣旨に添って

行っていくこととしているものです。

  本計画に意見をそのまま記述することは困難なものの、一部意見書の趣旨を本計画に記述して

いるもの、又は林野庁が定めた通達等により趣旨の一部を取り入れて行うこととしているもので

す。

 意見を踏まえ、計画（案）を修文したものです。

  見書趣旨からして、意見をそのまま本計画に記述することは困難であり、今後の検討課題等と

させて頂くものです。

趣旨の一部を取り入れているもの

修 文 す る も の

今 後 の 検 討 課 題 等



該当箇所 意見の要旨 処理結果 処理結果の理由

留萌地管
　１２ページ
釧路根室地管
　１２ページ

１（３）

『特に、民有林においては森林経営管理制度による森林の管理経営が行
われており、･･･』のところは北海道内の現況とは合わない表現になっ
ていると思われるため修正すべき。

3 ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

（修正後）
『特に、民有林における森林経営管理制度を活用した森林の管理経営に
ついては、･･･』

釧路根室地管
　１３ページ

１（３）④

『･･･フォレスター）等を系統的に育成するとともに、　を踏まえ、自
ら･･･』
一部、文言が抜けているので修正すべき。

3 ご指摘を踏まえ確認したところ、「森林管理経営制度」の文言が抜けて
いたので、以下のとおり加筆修正します。

（修正後）
『･･･フォレスター）等を系統的に育成するとともに、森林管理経営制
度を踏まえ、自ら･･･』

釧路根室地管 採種園の整備及び育種種子の生産・供給に関する記載を盛り込んでほし
い。

4 　北海道における国有林所在採種園の重要性は当局としても認識してい
るところです。
　北海道森林管理局としても、引き続き関係機関と連携し関係法令等に
基づき、適切な維持・管理に務めていく考えです。
　採種園の関しては地域管理経営計画の計画事項になっていないので記
述はしていないところです。

釧路根室地管
　１５、１６ページ

１（５）④
　及び
２（４）②

１-（５）-④のパイロットフォレストに関する記載のなかで、別
寒辺牛湿原区域について「常時渓流端から両側おおむね３０ｍの
区域について、天然林は原則として人為を加えることなく自然の
推移に委ね、・・・。」となっており、一方、２-（４）-②の渓
畔周辺の取扱いに関する記載では「渓畔周辺（常時水流のある渓
流等から概ね片側２５ｍ以上を目安とする）については、水系へ
の土砂流出の抑制、・・・。」となっています。
この異なる設定についての考え方等についても計画書に記載した
方がわかりやすのではないか。

1 国有林野の渓畔周辺の取扱いについては、平成24年7月に林野庁
が定めた「国有林野の渓畔周辺の取扱要領」に基づき、北海道森
林管理局では常時水流のある渓流、河川、湖沼等の水辺からおお
むね２５ｍ以上を目安とした範囲を「渓畔周辺」とし、生物多様
性の保護、保全を図ることとしています。
　パイロットフォレストに関しては別寒辺湿原等の湿原及び湿地
帯の保全という観点から「国有林野の渓畔周辺の取扱要領」によ
る基準を満たしたうえで個別に設定して取り扱っているもので
す。

第六次地域管理経営計画(案）及び第六次国有林野施業実施計画(案）

留萌森林計画区

釧路根室森林計画区



該当箇所 意見の要旨 処理結果 処理結果の理由

留萌地管
　１２ページ
釧路根室地管
　１２ページ

１（３）②

民有林との連携の記載が木材生産中心となっていますが、今回対
象となった釧路根室計画区では防風林施業の技術協力や河畔域保
全などの公益的機能発揮を組み込んだ共同施業団地に取組など、
他の地域にはあまり見られない重要な取組が進んでいます。こう
した経験を活かして、計画にも公益機能発揮を同時追求するする
団地設定の取組などを盛り込むことで、さらにこの地域独自の取
組を進めるとともに、他地域の先導となることが期待されると思
いますので、今後に向けて検討をお願いします。

1 　森林整備推進協定の目的については、「民有林と協調した森林
整備等を推進するための地方公共団体等との協定の締結要領」
（最終改正：平成25年３月26日24林国管第158号）により、民有
林と連携して路網等の相互利用等森林共同施業団地の設定等を通
じて、施業の集約化や森林整備の効率化等に着実に取り組むこと
により、対象森林が持つ多面的機能の持続的発揮を図ることとさ
れており、全道各地で、地域の実情や意向に応じた独自性のある
協定を締結しているところです。
　地域管理経営計画においては、「森林の流域管理システムの下
での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項」に民有林と連携
して路網等の相互利用等による森林施業の集約化・効率化の取組
について盛り込まれています。

留萌地管
　３ページ

　１２ページ
釧路根室地管
　３ページ

　１２ページ

１（１）②イ（ウ）
　及び
１（３）②

計画案については意見等はありません。
計画の実施にあたり次の点について留意していただきたい。
１．人口減少時代を迎えて、林業・林産業の担い手・労働力不足
は地域にとっても国有林にとっても大きな問題であり、特に林産
物生産地域は山間部にあり生活環境の厳しい所が多いので、業界
団体等との間で現状把握を適切に行って充分な対策をして事業の
実行を行ってほしい。
２．1-（1）の国有林野の管理経営の基本方針のつる切・除伐の
事業に関して、計画量と実績で大きな乖離がある。　かかり木を
発生させないなど、安全と効率な作業のためにつる切・除伐作業
は必要不可欠なので、１-（4）の主要事業の実施に関する事項の
計画量の確実な実行をお願いしたい。
３．１-（3）の森林の流域管理システムの下での森林・林業再生
に向けた貢献に必要な事項における②林業事業体の育成に関して
は、コロナ過・ウッドショック・ロシアのウクライナ侵攻など世
界情勢が大きく変化する中、中小零細企業中心の林業界では対応
が大変である。　業界団体等との間で現状把握を適切に行って強
力な育成策を実行していただきたい。

4 １．林業・林産業の担い手・労働力不足については認識している
ところです。
森林整備や木材生産にあたっては、高性能林業機械を組み合わせ
た低コストで効率的な作業システム等、林業技術の開発・普及に
取り組んでいく考えです。
また、担い手の育成として「北海道立北の森づくり専門学校」に
フィールド提供等の協力や大学等関係機関との連携を図っていく
考えです。
２．保育量については、植栽後の林齢に応じて、計画量を算出し
ています。現在は天然に発生した広葉樹も活かしつつ多様な森林
づくりを推進していることもあり、樹木の配置状況を踏まえて除
伐を見合わせるケースが多くなっております。つる切について
は、樹木の成長を阻害するものは除去していくことになりますの
で、現地を確認のうえ適切に実施して行く考えです。
３．地域管理経営計画においては、林業事業体の創意工夫の促
進、低コスト化等に資する技術開発の推進、安定的・計画的な木
材供給の取組等について載せているところですが、ご意見を参考
にしつつ具体的な取組について進めていく考えです。



第六次地域管理経営計画書（案）の修正について

北海道森林管理局

（留萌森林計画区）

　留萌森林計画区の第六次地域管理経営計画書（案）について、公告・縦覧に供した案に一部誤りがありましたので、以下の

　とおり修正いたします。



【参考】 留萌森林計画区　第六次地域管理経営計画（案）の修正箇所一覧表

（３）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項 （３）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

・・・・(省略）・・・・ ・・・・(省略）・・・・

　特に、民有林における森林経営管理制度を活用した森林の管理経営について、 　特に、民有林においては森林経営管理制度による森林の管理経営が行われており、

　国有林野事業としてもこの制度が円滑に機能するよう支援に取り組む。 　国有林野事業としてもこの制度が円滑に機能するよう支援に取り組む。

・・・・(省略）・・・・ ・・・・(省略）・・・・

留萌 １（３）

地管１２

修正箇所
修正後

ページ 項目
修正前



第六次地域管理経営計画書（案）の修正について

北海道森林管理局

（釧路根室森林計画区）

　釧路根室森林計画区の第六次地域管理経営計画書（案）について、公告・縦覧に供した案に一部誤りがありましたので、以

　下のとおり修正いたします。



【参考】 釧路根室森林計画区　第六次地域管理経営計画（案）の修正箇所一覧表

（３）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項 （３）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

・・・・(省略）・・・・ ・・・・(省略）・・・・

　特に、民有林における森林経営管理制度を活用した森林の管理経営について、 　特に、民有林においては森林経営管理制度による森林の管理経営が行われており、

　国有林野事業としてもこの制度が円滑に機能するよう支援に取り組む。 　国有林野事業としてもこの制度が円滑に機能するよう支援に取り組む。

・・・・(省略）・・・・ ・・・・(省略）・・・・

ア 市町村行政の支援を行うため、専門的かつ高度な知識・技術と現場経験を有す ア 市町村行政の支援を行うため、専門的かつ高度な知識・技術と現場経験を有す

る森林総合監理士（フォレスター）等を系統的に育成するとともに、　を踏まえ、

自ら森林経営を行う市町村への森林・林業技術情報の提供等の支援

る森林総合監理士（フォレスター）等を系統的に育成するとともに、森林経営管

理制度を踏まえ、自ら森林経営を行う市町村への森林・林業技術情報の提供等の

支援に取り組む。 に取り組む。

２-（１) ② 境界の保全管理 ② 境界の保全管理

- ② ・・・・(省略）・・・・ ・・・・(省略）・・・・

   また、境界の侵害を受けている箇所については、当事者と疎通を図り早期解決に努め  また、境界の侵害を受けている箇所については、当事者と疎通を図り早期解決に努る。

 る。

　② 社会貢献の森 ② 社会貢献の森

企業の社会的責任（ＣＳＲ）活動等を目的とした植栽、保育、森林保護等の森林整備 企業の社会的責任（ＣＳＲ）活動等を目的とした植栽、保育、森林保護等の森林整備

 を自ら又は事業者に委託して行う活動の場として設定する。  を自ら又は事業者に委託して行う活動の場として設定する。

　（該当なし）

※令和４年３月末をもって協定が解除となるため表を削除する。

釧路根室

地管１６

釧路根室

地管１３

１-（３）

- ④ - ア

釧路根室 ６－（１）

修正箇所
修正後 修正前

ページ 項目

釧路根室 １-（３）

地管１２

地管１９  －②

名　　称 面積(ha) 位置(林小班)

くしろ森林サポーターの会
創立１０周年記念の森

26.89
根釧西部森林管理署

 20 ほ、44 い



第六次国有林野施業実施計画書（案）の修正について

北海道森林管理局

（釧路根室森林計画区）

　　　　　釧路根室森林計画区の第六次国有林野施業実施計画書（案）について、公告・縦覧に供した案に一部誤りがありましたので、

　　　　以下のとおり修正いたします。



【参考】 釧路根室森林計画区　第六次国有林野施業実施計画（案）の修正箇所一覧表

　（２） フィールドの提供 　（２） フィールドの提供

該当なし

20 ほ 社会貢献の森

44 い

面積： 26.89ha

※令和４年３月末をもって協定が解除となるため表を削除する。

対　象　地
設　定　の　目　的 　備　　　　考

（　林　小　班　）

根釧西部森林管理署

釧路根室 ９－（２）

修正箇所
修正後 修正前

ページ 項目

施実１４

協定面積：26.89ha

（くしろ森林サポーターの会
創立１０周年記念の森）

くしろ森林サポーターの会

森 林 計 画 区 合 計 １箇所


